
 赤字：宅地造成等工事規制区域
 青字：特定盛土等規制区域

※１ 許可申請図書（造成計画がわかるもの）の写しを添付
※２ 事前相談申出書又は許可不要証明申請に添付した図書（造成計画がわかるもの）の写しを添付

 ※３ 県（土木事務所）に申請する場合：※１、２に加えチェックリスト（２種類）を添付
   他の機関に申請する場合は、当該機関の指示に従ってください
注１ 敷地外も一体で造成する場合は、全体の面積で判断するため注意してください
注２ 従来どおり必要に応じて別途確認が必要です
   開発許可を受けた場合は、盛土規制法に基づく許可を受けたものと見なされます

盛土規制法に係る確認申請前のチェックフロー

計画後の土地の高低差が を超える

または

敷地面積注 ）が を超える

事前相談申出書（返却分）
または の取得

許可不要証明書

許可通知書
の取得

該当なし

※１ ※２

疑義があるか

要許可 許可不要
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開発許可注２）

（都市計画法）

要許可

申請者によるチェック開始

確認申請 提出 ※３

盛土対策課と協議
（事前相談申出書）

高さ 以上の盛土または切土を行う


